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ハートランドみのり 新型コロナウイルス感染症対策 

事業所運営ガイドライン Ver.2023_01（2023年 1月 10日版） 

 

2020 年 6 月に厚生労働省より示された「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配

慮して地域活動支援センター等の事業実施に当たっての留意事項について」と、2021 年 4

月より通所事業所で義務化される「感染症の発生及び蔓延等に関する取り組みの徹底」、ま

た、これまでの社会情勢の変化を踏まえて、既存のガイドラインを一部改編しました。 

このガイドラインに示されている運営指針は利用者・職員・ボランティア・見学者などす

べての事業所入室者に対して等しく適用されるものです。 

 

１．全般的な事業所の利用について 

・みのり来所時、外出からの帰着時、食事前に手洗い、うがいを実施する 

・手洗いまたは手指の消毒が済んでいない状態で机・椅子などの備品には触れない 

・来所前に自宅などで体温を検温し、来所時に出席簿に各自が記入する 

 （検温機器をお持ちでない方には事業所職員による検温可能） 

・体温が 37.5度以上ある場合は来所しない、または即時早退する 

（新型コロナウイルス感染症と思われる症状がある場合は保健機関の指示に従う） 

・診察を受けた結果、新型コロナウイルス感染が認められた場合、速やかに報告する 

・発声が伴う活動・休憩時には必ずマスクを着用する 

・フェイスシールド、またはマウスシールドだけ着用での発声は禁止する 

・マスクをごみ箱に捨てる際はビニール袋に入れて密閉した状態で捨てる 

・活動前後に使用する机、椅子、備品などの消毒を行う 

・紙、電子機器など直接消毒が困難な備品を共用する際は、使用者が手指の消毒を行う 

・活動の有無を問わず 60分につき 5分の頻度で、窓・玄関を開放して換気を行う 

 （活動内容、室温管理状況などを踏まえて臨機応変に換気を行う） 

・活動フロアの利用人数には制限を設けない 

 （活動参加者が増加した際には制限の検討を行う場合がある） 

 

２．お昼ご飯について 

・食事前後に使用する（使用した）机と椅子を消毒する 

・食事中（マスクを着けていない時）には発声・会話をしない 

・正面に向かい合っての食事は行わない 

・同時に食事できない場合は各テーブルが空くのを待って交替で食事をする 

・食品の取り分け、食べ残しの分配などは行わない 

・共用の箸、食器類は使用しない（すべて破棄済み） 

・冷蔵庫、電子レンジ、電気ポットは手洗いまたは手指の消毒後に使用する 
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３．公園清掃について 

・原則として現地集合・現地解散で作業を実施する 

・作業前に手指の消毒、作業後に清掃用具の消毒を行う 

・ベストは職員が公園に運び、使用後回収し、除菌・洗濯などを実施する 

・個人備品（軍手、私物用具）は各自で管理する 

・シフト表を公園の掃除ロッカー内部にも掲出する 

 

４．グループ活動について 

・会話や運動を伴った活動中は必ずマスクを着用する 

・調理を行い、調理したものを食べる活動は行わない 

・カラオケボックスのような狭い密室で複数人が歌唱する活動は行わない 

・用具の共有が生じる場合は使用前に用具の消毒を行う 

・消毒が困難な用具を共用する際は、使用前に使用者が手指の消毒を行う 

・活動の中で身体接触が発生する場合、事前に該当者が手指の消毒を行う 

・床面に手を接触させた際には、可能な限り迅速に手指の消毒を行う 

・外部イベントへの参加はその時に自治体から出されている制限を遵守して行う 

 （明らかに感染リスクが高いと思われるイベントへの参加については見送る） 

・外部施設への外出は感染症対策が執行されている施設に限り可能とする 

 （公的機関、公共施設などは概ね対策が執行されているとみなす） 

・飲食店での会食を伴った活動は原則として禁止する 

 （町会、関係機関の会合など、事業所にとっての公益性が高い活動の際は要検討） 

 

５．利用者生活支援の提供について 

・感染状況の拡大により事業所への通所が停止された場合、電話・オンライン相談を行う 

・新型コロナウイルス感染症に関する情報の掲示、知識や対策の周知を行う 

 

６．その他の対応について 

・本ガイドラインは新型コロナウイルス感染症の社会的影響力が減退するまで適用される 

 （社会情勢に応じて改編が加えられた場合は最新版が適用される） 

・事業所内に消毒スプレー、消毒用ハンドジェルなどを常備する 

・事業所内で本ガイドラインが守られない場合は、独自の制限強化を加える 

・事業所内に手洗い、うがい、マスク着用ルールなどの掲示物を掲出する 

・任意で行った抗原検査、PCR検査などの受診費用は自己負担とする 

 

（文書作成：ハートランドみのり施設長 椙田佳生） 


